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弊社富山営業所の労働安全衛生法違反容疑に対する書類送検について 

 

 

この度、弊社富山営業所社員１名の労働災害事案につきまして、労働者死傷病報告の届出不備 

に対し、本日、労働安全衛生法第１００条（報告等）違反の容疑により砺波労働基準監督署から富 

山地方検察庁へ書類送検されました。 

弊社といたしまして、この事実を厳粛に受け止め、関係者の方々に心よりお詫び申し上げます。 

 

弊社は現在、労働災害の発生防止はもちろんのこと、下記のとおり報告体制等の社内教育強化に

ついて全社を挙げて実施・予定しております。また今後も再発防止に必要な対応につきましては適宜速

やかに実施してまいります。 

 

① コーポレートガバナンスおよび内部統制の再構築 

② 業務災害、および業務外災害の定義と防止に対する全社員への教育 

③ 業務上の危険マップ、作業手順書等の整備および遵守 

④ 労働災害発生時における対応フロー、報告書等作成教育 

 

また、今後も継続的に安全衛生教育活動の実施を徹底し、「労働環境の改善と安全、法令を遵 

守した、皆様に信頼される会社」を目指してまいります。 
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